
1 

 

証券コード 5037 

2025 年 2 月 7 日 

電子提供措置の開始日 2025 年 1 月 31 日 

株主各位       

大阪市淀川区西中島六丁目 11 番 25 号 

株 式 会 社 フ ィ ッ ト ワ ー ク ス 

代 表 取 締 役  武 内  寿 明 

 

第 1９期定時株主総会招集ご通知 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、当社第 19 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置

事項を掲載しております。 

【当社ウェブサイト】 https://www.fit-works.co.jp/ir/ 

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。 

【東京証券取引所ウェブサイト】 

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 

(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名(会社名）」に「フィットワークス」又は「コード」に当社 

証券コード「5037」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご確認くださ

い。） 

 

なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ですが後記の株主総

会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示をいただき、2025年2月

21日（金曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。 

敬 具 

記 

1. 日 時  2025 年 2 月 22 日（土曜日） 午前 10 時 

2. 場     所  大阪市淀川区西中島六丁目 11 番 25 号 当社本社会議室 

3. 目 的 事 項 

報 告 事 項   第 19 期（2023 年 12 月 1 日から 2024 年 11 月 30 日まで） 

事業報告の内容報告の件 

決 議 事 項 

第 1 号議案   第 19 期（2023 年 12 月 1 日から 2024 年 11 月 30 日まで） 

計算書類承認の件 

第 2 号議案   剰余金処分の件 

以 上 

 

（お願い）1. 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。  

2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させて

いただきます。 
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（添付書類） 

 

事 業 報 告 

2023 年 12 月 1 日から 

2024 年 11 月 30 日まで 

 

１． 株式会社の現況に関する事項 

（1） 事業の経過及びその成果 

当事業年度における我が国経済は、コロナ禍の影響から脱した後、企業収益が過去最高を更新（出所：財

務省「2023 年度 法人企業統計調査」）し、設備投資も 33 年ぶりに 100 兆円を超える（出所：経済産業

省「企業活動基本調査（2022 年度実績）」）など、企業部門が堅調さを維持しており、基調として緩やかな

回復が続いている状況です。一方、歴史的な円安の影響により、輸入物価の上昇から国内物価の高騰に繋がっ

たことで、一般消費者の購買力は低下しており、2024 年 11 月に実施された消費動向調査（内閣府）による

と今後の物価上昇の懸念から消費者マインドは改善に足踏みがみられる結果となっています。 

IT サービス業界を産業として捉えた場合は、「開発案件数の増加」及び「単価の上昇」の両面で成長余地があ

り、我が国における数少ない成長産業と捉えることができます。クラウド化や DX 化のようなこれまでの需要に加え、

生成 AI といった先端技術の活用に対する顧客ニーズの高まりが大きな要因と考えられます。 

当社においては、ヘルスケア市場における大規模医療機関等からの受注が安定的に拡大し、新規大型案件も

獲得することができました。また、トラブルや SE リソース不足による延伸案件も発生しましたが、大型案件のハードウ

ェア・ソフトウェア販売も好調に推移し、最終的に増収増益（過去最高益）となりました。 

また、2024 年４月 12 日に株式会社ミップを子会社化し、大手製薬市場や物流市場を主軸とした、デジタル

マーケティングからコンテンツ制作、アプリ開発まで上流工程からの事業拡大の礎を築くことができました。 

今後も以下 3 つを念頭におき、医療市場においてお客様のニーズに合致したより質の高い製品の開発、サービ

スの提供を行うとともに、社会変化に柔軟に対応し、事業の強化・拡大を目指してまいります。 

 

・キャパシティの向上 

2023 年及び 2024 年に加え、2025 年も IT ベンダーの業績は好調に推移すると予想されます。特にクラウド

や DX 関連の案件は好調で、今後案件を引き受けられるキャパシティが、IT ベンダーの成長を左右する要因の１

つになると考えております。 

 

・高い人時生産性 

IT エンジニア不足が急激に改善する可能性は極めて低く、今後ベンダーには人時生産性の向上が強く求められ

ます。IT エンジニア不足を所与とし、少ない人員で多くの売上を実現するために、これまでとは異なる施策を講じる

必要があると考えております。 

 

・ヘルスケア産業の拡大 

現在日本では超高齢化社会が進んでいる中、新型コロナウイルスの影響もあり、ヘルスケア分野への関心が非

常に高まっています。このような現状を踏まえると、医療やヘルスケア業界の市場規模が今後縮小していくとは考え

にくく、実際、みずほ銀行の産業調査では、日本国内におけるヘルスケア産業の市場規模は 2018 年時点の
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55.3 兆円から 2040 年には 100 兆円規模にまで拡大すると予想されています（出所：みずほ産業調査

Vol.65）。AIを活用する「遠隔医療サービス」、「画像診断」、「カルテの電子データ化」は今後も注目の技術であ

り、また企業においては健康経営への積極的取り組みが強く期待されています。 

 

以上の結果、当事業年度の売上高は 2,229 百万円（前期比 29.4%増）、営業利益は 253 百万円

（同39.1%増）、経常利益は263百万円（同43.0%増）、当期純利益は186百万円（同43.7%増）

となりました。 

なお、当社はシステムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。 

    

（2） 設備投資の状況 

当事業年度において、総額17百万の設備投資を行いました。その主なものとしては、事務・通信機器電子計

算機の取得であります。 

 

（3） 資金調達の状況 

当事業年度において、株式会社ミップの買収資金として、金融機関より長期借入金として 200 百万円の調達

を行いました。 

 

（4） 対処すべき課題 

中長期的な経営戦略の実現を果たすため、当社は以下の課題に取り組んでまいります。 

 

①優秀な人材の確保 

当社の事業を拡大するためには、優秀な人材の確保が必要であります。しかしながら、労働人口が減少する

環境下において、新卒採用及び即戦力である中途採用にて人材を雇用することが難しくなっております。また、

協力会社から技術者を確保することも、より一層困難となっております。 

このような状況のもと、当社では積極的な資格取得に取り組み自社に必要なスキルやマインドを持った社員の

育成に努めております。また、ビジネスパートナー戦略（外注委託）を掲げ、外部の人材を日常的に確保して

いくことで、両社の技術向上に向けた相乗効果と自社内での対応が困難となった場合のリスク分散を図っており

ます。採用活動をより一層強化するとともに、自社のブランド力を高めるためのマスコットキャラクターの作成やソー

シャルメディアを活用した情報発信を行い積極的に採用していく方針であります。 

 

②お客様満足度の更なる向上 

お客様課題を解決した商品提供・サービス品質の向上は勿論のこと、お客様の期待値を越えるようなサービ

スを提供するため、お客様との対面でのコミュニケーションを重視し、機動力を持ち小回りの利くサービスを提供し

ていく方針であります。 

 

③収益力の向上 

システム開発サービス及びアウトソーシングサービスでは、人材確保が厳しい状況にあるため、成長性に制限の

ある状態が続いております。そこで、当社が長年培ったソフトウェアというモノづくりにおいてソフトウェアエンジニアリン

グの近代化を真に追求し、収益基盤を安定的に実現するために自然言語処理、IoT 等の新技術やビッグデー



4 

 

タ分析、データサイエンス等のデータ分野及びクラウド構築ビジネスの拡大に加え、オフィス DX、ERP、HR 等、

独自商材の開発を推進してまいります。 

また、多くのお客様の問題解決に繋がる知的財産を保有することは差別化に繋がるとともに、生産性向上に

も繋がり、結果として収益力向上に結び付くと考えております。私たちが自ら生み出したサービスにおいて知的財

産への関心を高め、それを自社の事業価値につなげる意識を持つことで収益力向上を図ってまいります。 

 

④安定的な収益基盤の確立 

当社の主力サービスであるインフライノベーションサービスは、企業の IT 投資計画の需要に影響を受ける傾向

があり、企業の IT 投資計画は一般的に景気動向の影響を受けるとされております。そのため、お客様とワークシ

ョップを開催し、年度投資計画や中期経営計画の課題を把握し、解決策を提案することで、安定的な受注の

確保を行い、景気動向の影響を受けづらい収益基盤の構築を図ってまいります。 

次にシステム開発サービスは、第二の収益基盤の柱としてデジタル技術を活用した新規事業の創出を行い、

医療市場・公共市場を中心に安定した収益基盤の確保を目指します。特にセキュリティ商品については、品

質・コスト競争力に優れた戦略商品の投入と、国内市場向けに商品ラインアップを充実させることで、売上（収

益）拡大を目指します。 

また、アウトソーシングサービスは、比較的景気の変動を受けにくい傾向があるため、安定的なストック収益基

盤として今後も安定的な拡大を実現できるよう取り組んでまいります。 

 

 

（5） 財産及び損益の状況の推移 

                                                          （単位：千円） 

（注）１．1 株当たり当期純利益は、期中平均株式数を用いて算出しております。 

２．当社は 2022 年５月 1 日付で普通株式１株につき 200 株の割合で株式分割を行っております。1 株当 

たり当期純利益及び 1 株当たり純資産につきましては、当該株式分割が第 16 期（2021 年 11 月期）の 

期首時点で行われていたと仮定して算出しております。 

 

（6） 重要な親会社及び子会社の状況 

   ① 親会社の状況 

      該当事項はありません。 

区  分 
第 16 期 

2021 年 11 月期 
第 17 期 

2022 年 11 月期 

第 18 期 

2023 年 11 月期 

第 19 期 

2024 年 11 月期 

当事業年度 

売 上 高 （ 千 円 ） 

営 業 利 益 （ 千 円 ） 

経 常 利 益 （ 千 円 ） 

当 期 純 利 益 （ 千 円 ） 

1 株当たり当期純利益 （  円   ）  

純 資 産 （ 千 円 ） 

総 資 産 （ 千 円 ） 

1 株 当 た り 純 資 産 （  円  ） 

1,289,157 

151,442 

156,582 

102,430 

512.15 

653,383 

931,453 

3,266.92 

1,459,983 

182,650 

186,843 

122,414 

612.07 

772,798 

1,054,193 

3,863.99 

1,723,158 

182,585 

183,957 

129,483 

647.42 

899,281 

1,144,055 

4,496.41 

2,229,062 

253,936 

263,019 

186,050 

930.25 

1,082,332 

1,748,559 

5,411.66 
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   ② 子会社の状況 

名称 出資比率 主要な事業内容 

株式会社ミップ 100％ 
システム開発サービス 

アウトソーシングサービス 

      （注）１．当社の連結子会社は上記の 1 社であります。 

２．2024 年 4 月 12 日付で株式会社ミップの株式を取得し、子会社といたしました。 

 

（7） 主要な事業内容 

事  業 内  容 

インフライノベーションサービス 

電話設備工事 

LAN 配線工事 

各種電気工事 

ネットワーク構築 

サーバインフラ基盤構築 

システム開発サービス 

スクラッチ開発 

パッケージ製品開発 

クラウドサービス開発 

アウトソーシングサービス 

常駐運用サービス 

リモート運用サービス 

ネットワーク管理 

 

（8） 主要な営業所（2024 年 11 月 30 日現在） 

① 当社  本社：大阪市淀川区 

② 子会社 

株式会社ミップ 本社：大阪市北区 

 

（9） 従業員の状況（2024 年 11 月 30 日現在） 

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

55 名 ２名増 36.0 歳 ６年 

 

（10） 主要な借入先及び借入額（2024 年 11 月 30 日現在） 

借入先 借入額（千円） 

株式会社りそな銀行 173,336 

 

 

（11） その他株式会社の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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２．会社の株式に関する事項 

（1） 発行可能株式総数      800,000 株 

（2） 発行済株式の総数      200,000 株 

（3） 株主数                  2 名 

（4） 大株主 

株主名 持株数 持株比率 

武内 寿明 199,900 株 99.95％ 

株式会社マコト電気 100 株 0.05％ 

（5） その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．会社の新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．会社役員に関する事項     

（1） 取締役及び監査役の氏名等（2024 年 11 月 30 日現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

武内 寿明 代表取締役  

遠藤 正人 常務取締役（事業戦略部長）  

山本 高広 取締役（経営管理部長） 株式会社ミップ監査役 

林 智之 取締役 株式会社ミップ取締役 

岡林 義男 取締役（ソリューションセールス事業部長）  

榎田 洋一 取締役 
株式会社コンサル４１代表取締役 

株式会社ミップ取締役 

中村 健三 監査役 

中村総合法律事務所 代表弁護士 

株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ社外取

締役 

株式会社マコト電気社外取締役 

   （注）監査役中村健三氏は、社外監査役であります。 

 

（2） 取締役及び監査役に支払った報酬等の額 

区 分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 
対象となる 

役員の員数 基本報酬 
業績連動 

報酬等 
非金銭報酬等 

取 締 役 58,426 58,426 ― ― ６ 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

2,400 

(2,400) 

2,400 

(2,400) 
― ― 

1 

（１） 

(注）役員の報酬については、2021 年１月 12 日開催の第 15 期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を 

年額 80,000 千円、監査役の報酬限度額を年額 5,000 千円とすると決議しております。当該株主総会終了 

時点の取締役の員数は 6 名、監査役の員数は 1 名です。 
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（3） 社外役員に関する事項(2024 年 11 月 30 日現在) 

（ⅰ)社外役員の兼任状況 

 

 

 

 

（注）監査役 中村健三氏は、中村総合法律事務所代表弁護士、株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リ 

サーチ 社外取締役、株式会社マコト電気社外取締役を兼務しておりますが、当該会社は当社との 

間に特別な関係はありません。 

 

（ⅱ)社外役員の主な活動状況 

 

 

 

 

 

 

氏名及び地位 兼任先及び兼任内容 

社外監査役 

中村 健三 

中村総合法律事務所 代表弁護士 

株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ 社外取締役 

株式会社マコト電気社外取締役 

氏名及び地位 主な活動状況 

社外監査役 

中村 健三 

当期に開催された取締役会 12 回のうち、すべてに出席しております。取締役会で

は、法的観点および独立した立場から、意思決定の適法性や妥当性の確保に努

め、適切な助言を行っております。また、監査役として経営トップとの意見交換を定期

的に行い、経営状況の把握と課題の抽出を図りました。加えて、主要な部門とのヒア

リングを通じて内部統制や業務運営に関する助言を実施し、当社の健全な運営に

寄与しました。これらの活動を通じ、当社のガバナンス向上に多大な貢献を果たしま

した。 



8 

 

貸 借 対 照 表 

（2024 年 11 月 30 日現在） 

（単位：千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

流動資産 1,317,889 流動負債 525,484 

現金及び預金 305,132 買掛金 78,211 

売掛金 195,453 工事未払金 13,248 

完成工事未収入金 177,950 １年以内返済長期借入金 39,996 

契約資産 92,227 未払金 14,339 

未成工事支出金 18,532 未払費用 22,492 

商品 310,603 未払法人税等 53,788 

原材料 1,392 未払消費税等 23,373 

前渡金 212,804 前受金 263,673 

前払費用 3,268 預り金 16,360 

その他 523 固定負債 140,743 

固定資産 430,670 長期借入金 133,340 

有形固定資産 27,984 資産除去債務 7,403 

建物 15,322   

車両運搬具 3,131 負 債 合 計 666,227 

工具器具備品 5,295 純 資 産 の 部 

建設仮勘定 4,235 株主資本  

無形固定資産 3,441 資本金 80,000 

ソフトウェア 3,441 利益剰余金 1,002,332 

投資その他の資産 399,244 利益準備金 2,250 

関係会社株式 323,916 その他利益剰余金  

出資金 80 繰越利益剰余金 1,000,082 

保険積立金 40,599   

繰延税金資産 6,546   

その他 28,100   

  純 資 産 合 計  1,082,332 

資 産 合 計 1,748,559 負債・純資産合計 1,748,559 
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損 益 計 算 書 

（2023 年 12 月 1 日から 2024 年 11 月 30 日まで） 
（単位：千円） 

科              目 金                   額 

売上高  2,229,062 

売上原価  1,729,021 

売上総利益  500,040 

販売費及び一般管理費  246,103 

営業利益  253,936 

営業外収益   

受取利息 82  

受取配当金 1  

補助金収入 6,220  

経営指導料 1,400  

社宅家賃収入 1,748  

その他 679 10,131 

営業外費用   

支払利息  1,049 1,049 

経常利益  263,019 

税引前当期純利益  263,019 

法人税、住民税及び事業税 80,285  

法人税等調整額 △3,316 76,968 

当期純利益  186,050 
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株主資本等変動計算書 

（2023 年 12 月 1 日から 2024 年 11 月 30 日まで） 

（単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 
株主資本

合計 利益準備金 
その他利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益剰余金 

当期首残高 80,000 1,950 817,331 819,281 899,281 899,281 

当期変動額       

利益準備金の積立  300 △300 ― ― ― 

剰余金の配当   △3,000 △3,000 △3,000 △3,000 

当期純利益   186,050 186,050 186,050 186,050 

当期変動額合計 ― 300 182,750 183,050 183,050 183,050 

当期末残高 80,000 2,250 1,000,082 1,002,332 1,082,332 1,082,332 
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個 別 注 記 表 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金  

個別法による原価法 

商品  

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）  

原材料  

最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用してお

ります。  

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

建物 15 年  

車両運搬具 ４～６年  

工具、器具及び備品 ４～15 年 

 

② 長期前払費用 

均等償却によっております。 

 

（３）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

     ② 賞与引当金 

        従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に対応する金額を計上して

おります。 

     ③ 工事損失引当金 

        受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もる

ことができる工事について、損失見込額を計上しております。 

 

  （４）収益及び費用の計上基準 

顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

インフライノベーションサービス及びシステム開発サービスにおけるシステム構築等の作業を伴う案件について

は、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進

捗度を見積る方法は、原価比例法を採用しております。なお、契約金額に重要性がなく、ごく短期な契約に

ついては代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 

アウトソーシングサービスにおける契約については、契約期間にわたってシステム保守等のサービスを提供して

おり、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 
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物品等の販売については、顧客への引渡後、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断してい

ることから、一時点で充足される履行義務として、顧客が検収した時点で収益を認識しております。 

 

２．収益認識に関する注記 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額   19,953 千円 

       

  （２）当座貸越契約 

当社は運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。事業

年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。 

        当座貸越極度額の総額                350,000 千円 

         借入実行残高                             ― 

         差引額                          350,000 千円 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 

当事業年度増加 

株式数 

当事業年度減少 

株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式 200,000 株 -株 -株 200,000 株 

 

（２）自己株式の数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（３）剰余金の配当に関する事項 

①  当事業年度中に行った剰余金の配当 

（決 議） 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

配当の 

原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2024 年２月 22 日

定時株主総会 
普通株式 3,000 利益剰余金 15 

2023 年 

11 月 30 日 

2024 年 

２月 26 日 

 

②  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

（決 議） 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

配当の 

原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2025 年２月 22 日

定時株主総会 
普通株式 3,000 利益剰余金 15 

2024 年 

11 月 30 日 

2025 年 

２月 25 日 

 

（４）当事業年度末日における新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
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５．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

未払事業税 5,733 千円 

資産除去債務 2,557 千円 

繰延税金資産合計 8,291 千円 

繰延税金負債  

資産除去債務に対応する除去費用 1,744 千円 

繰延税金負債合計 1,744 千円 

繰延税金資産の純額 6,546 千円 

 

６．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に関する取組方針 

当社は、必要資金については通常の営業活動で獲得した資金から充当することを基本方針としており、借入につい

ては資金需要が発生する都度、検討することとしております。また資金運用は行っておりません 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金、工事未払金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。営業

債務は、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。 

借入金は、企業の買収資金に係る資金調達であり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりま

す。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、案件及び取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期的に行い、取引先相手ごとに財務状況

の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、適時に資金繰り計画を作成及び更新し、手許流動性を維持する等の方法により流動性リスクを

管理しています 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

「現金」については、現金であること、他の金融商品のうち「長期借入金以外」については、短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似するものであること記載を省略しております。また、「長期借入金」については、変動

金利のため短期間で市場金利を反映しており、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して

おります。 

なお、市場価格のない株式等（関係会社株式 323,916 千円）は、時価を記載しておりません。 

 

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

    該当事項はありません。 
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７．1 株当たり情報に関する注記 

（１）1 株当たり純資産額        5,411 円 66 銭 

（２）1 株当たり当期純利益          930 円 25 銭 

 

８．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 
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監 査 報 告 書 

 

 

2023 年 1２月 1 日から 2024 年 11 月 30 日までの第 19 期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしまし

た。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 

 

 

１．監査の方法及びその内容 

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け 、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計

帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認めます。 

 

 

 

2025 年１月 29 日                   

株式会社フィットワークス                 

 

                                     監査役    中村 健三  ㊞  
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株主総会参考書類 

議案及び参考事項 

第１号議案 第 19 期（2023 年 12 月 1 日から 2024 年 11 月 30 日まで）計算書類承認の件 

会社法第 438 条第２項の規定に基づき、第 19 期計算書類の承認をお願いするものであります。 

本議案の内容は、添付書類（8 頁から 14 頁まで）に記載のとおりであります。 

なお、取締役会といたしましては、第 19 期の計算書類が法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく 

示しているものと判断しております。 

  

第２号議案 剰余金処分の件 

剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたく存じます。 

期末配当に関する事項 

(1) 配当財産の種類 

金銭といたします。 

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

当社普通株式１株につき金 15 円 

配当総額 3,000,000 円 

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

2025 年 2 月 25 日 

以 上 


